
JP 6491675 B2 2019.3.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のベースバンドユニットを有するＢＢＵ（ベースバンドユニット）プールにおける
仮想基地局移行の方法であって、第１の仮想基地局によって実行される以下の、
　Ａ．前記第１の仮想基地局と第２の仮想基地局の間の利用可能な帯域幅を測定するステ
ップであって、前記第１の仮想基地局及び前記第２の仮想基地局が前記ＢＢＵプールにお
ける異なるベースバンドユニットに属するものである、ステップ、
　Ｂ．前記第１の仮想基地局のサービス中断時間を推定するステップ、及び
　Ｃ．推定された前記サービス中断時間に応じて前記第１の仮想基地局の移行メカニズム
を選択するステップ
を備える方法。
【請求項２】
　ステップＢの前記移行メカニズムが、
　前記推定されたサービス中断時間が第１の閾値以下である場合、前記第１の仮想基地局
のユーザ装置に対する共通の測定ギャップ、ランダムアクセスタイムスロット又は不連続
受信サイクルを構成するステップ、
　前記推定されたサービス中断時間が前記第１の閾値よりも長く第２の閾値以下である場
合、前記第１の仮想基地局のユーザ装置に対するランダムアクセスタイムスロット又は不
連続受信サイクルを構成するステップ、及び
　前記推定されたサービス中断時間が前記第２の閾値よりも長い場合、前記第１の仮想基
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地局のユーザ装置に対する不連続受信サイクルを構成するステップ
を備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ステップＡの前に、前記第１の仮想基地局と前記第２の仮想基地局の間の前記利用可能
な帯域幅を測定して前記第２の仮想基地局を始動するように前記第１の仮想基地局をトリ
ガするための移行準備メッセージを移行マネージャから受信するステップをさらに備える
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ステップＢの前に、
　ｉ．移行マネージャに、前記第１の仮想基地局が前記移行の準備ができていることを前
記移行マネージャに確認するための移行準備アクノリッジメントメッセージを、測定され
た前記利用可能な帯域幅に応じて送信するステップ、及び
　ｉｉ．前記第２の仮想基地局への前記第１の仮想基地局の前記移行をトリガするための
移行命令メッセージを前記移行マネージャから受信するステップ
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ステップＢが、前記第１の仮想基地局のユーザ装置の数、前記第１の仮想基地局の前記
ユーザ装置のデータレート及び前記利用可能な帯域幅に応じて前記第１の仮想基地局の前
記サービス中断時間を推定するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ステップＣの後に、
　前記移行のための前記第１の仮想基地局の制御プレーン及びユーザプレーンデータを備
える移行リクエストを前記第２の仮想基地局に送信するステップであって、前記移行リク
エストが前記第２の仮想基地局に前記第１の仮想基地局のユーザ装置の前記コンテキスト
データ及びバッファデータを回復させるものである、ステップ、及び
　前記第２の仮想基地局への前記第１の仮想基地局の前記移行が完了したことを移行マネ
ージャに通知するための移行完了メッセージを前記移行マネージャに送信するステップ
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　複数のベースバンドユニットを有するＢＢＵ（ベースバンドユニット）プールにおける
仮想基地局移行の方法であって、移行マネージャによって実行される以下の、
　前記ＢＢＵプールにおける前記ベースバンドユニットのリソース使用率を収集するステ
ップ、
　第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局を特定することを含む移行決定を、収集された
前記リソース使用率及び移行閾値に応じて行うステップであって、前記第１の仮想基地局
及び前記第２の仮想基地局が前記ＢＢＵプールにおける異なるベースバンドユニットに属
するものである、ステップ、
　前記第１の仮想基地局と前記第２の仮想基地局の間で利用可能な帯域幅を測定するよう
前記第１の仮想基地局をトリガするように前記第１の仮想基地局及び前記第２の仮想基地
局に移行準備メッセージを送信するステップ、
　前記第１の仮想基地局及び前記第２の仮想基地局から移行準備アクノリッジメントメッ
セージを受信するステップ、
　前記第２の仮想基地局への前記第１の仮想基地局の前記移行をトリガするための移行命
令メッセージを前記第１の仮想基地局に送信するステップ、及び
　前記第１の仮想基地局及び前記第２の仮想基地局から移行完了メッセージを受信するス
テップ
を備える方法。
【請求項８】
　前記収集されたリソース使用率に応じて、前記移行閾値をプリセットするステップ又は
前記移行閾値を構成するステップをさらに備える請求項７に記載の方法。
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【請求項９】
　前記第１の仮想基地局の前記ベースバンドユニットの前記リソース使用率が前記移行閾
値よりも低い場合、前記移行準備メッセージを前記第１の仮想基地局に送信するステップ
をさらに備える請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　複数のベースバンドユニットを有するＢＢＵ（ベースバンドユニット）プールにおいて
仮想基地局移行を実施するための装置であって、
　第１の仮想基地局と第２の仮想基地局の間の利用可能な帯域幅を測定するように構成さ
れた測定部であって、前記第１の仮想基地局及び前記第２の仮想基地局が前記ＢＢＵプー
ルにおける異なるベースバンドユニットに属するものである、測定部、
　前記第１の仮想基地局のユーザの数、前記第１の仮想基地局のユーザ装置のデータレー
ト及び測定された前記利用可能な帯域幅に応じて前記第１の仮想基地局のサービス中断時
間を推定するように構成された推定部、及び
　推定された前記サービス中断時間に応じて前記第１の仮想基地局の移行メカニズムを選
択するように構成された選択部
を備えた装置。
【請求項１１】
　前記移行メカニズムが、
　前記推定されたサービス中断時間が第１の閾値以下である場合、前記第１の仮想基地局
のユーザ装置に対する共通の測定ギャップ、ランダムアクセスタイムスロット又は不連続
受信サイクルを構成すること、
　前記推定されたサービス中断時間が前記第１の閾値よりも長く第２の閾値以下である場
合、前記第１の仮想基地局のユーザ装置ＵＥに対するランダムアクセスタイムスロット又
は不連続受信サイクルを構成すること、及び
　前記推定されたサービス中断時間が前記第２の閾値よりも長い場合、前記第１の仮想基
地局のユーザ装置に対する不連続受信サイクルを構成すること
を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１の仮想基地局と前記第２の仮想基地局の間の前記利用可能な帯域幅を測定する
ように前記第１の仮想基地局をトリガするための移行準備メッセージを移行マネージャか
ら受信するように構成された第１の受信部、
　移行マネージャに、前記第１の仮想基地局が前記移行の準備ができていることを前記移
行マネージャに確認するための移行準備アクノリッジメントメッセージを、測定された前
記利用可能な帯域幅に応じて送信するように構成された第１の送信部、及び
　前記第２の仮想基地局への前記第１の仮想基地局の前記移行をトリガするための移行命
令メッセージを前記移行マネージャから受信するように構成された第２の受信部
をさらに備えた請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記移行のための前記第１の仮想基地局の制御プレーン及びユーザプレーンデータを備
える移行リクエストを前記第２の仮想基地局に送信するように構成された第２の送信部で
あって、前記移行リクエストが前記第２の仮想基地局に前記第１の仮想基地局の前記ユー
ザ装置のコンテキストデータ及びバッファデータを回復させるものである、第２の送信部
、及び
　前記第２の仮想基地局への前記第１の仮想基地局の前記移行が完了したことを移行マネ
ージャに通知するための移行完了メッセージを前記移行マネージャに送信するように構成
された第３の送信部
をさらに備える請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　複数のベースバンドユニットを有するＢＢＵ（ベースバンドユニット）プールにおける
仮想基地局移行を実施する装置であって、
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　前記ＢＢＵプールにおける前記ベースバンドユニットのリソース使用率を収集するよう
に構成された収集部、
　第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局を特定することを含む移行決定を、収集された
前記リソース使用率及び移行閾値に応じて行うように構成された決定部であって、前記第
１の仮想基地局及び前記第２の仮想基地局が前記ＢＢＵプールにおける異なるベースバン
ドユニットに属するものである、決定部、
　前記第１の仮想基地局と前記第２の仮想基地局の間で利用可能な帯域幅を測定して前記
第２の仮想基地局を始動するよう前記第１の仮想基地局をトリガするように前記第１の仮
想基地局及び前記第２の仮想基地局に移行準備メッセージを送信し、前記第１の仮想基地
局の前記ベースバンドユニットの前記リソース使用率が前記移行閾値よりも低い場合に前
記移行準備メッセージを前記第１の仮想基地局に送信するように構成された第１の送信部
、
　前記第１の仮想基地局及び前記第２の仮想基地局から移行準備アクノリッジメントメッ
セージを受信するように構成された第１の受信部、
　前記第２の仮想基地局への前記第１の仮想基地局の前記移行をトリガするための移行命
令メッセージを前記第１の仮想基地局に送信するように構成された第２の送信部、及び
　前記第１の仮想基地局及び／又は前記第２の仮想基地局から移行完了メッセージを受信
するように構成された第３の受信部
を備えた装置。
【請求項１５】
　前記収集されたリソース使用率に応じて、前記移行閾値をプリセットすること又は前記
移行閾値を構成することをさらに備える請求項１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信の分野に関し、より詳細にはＢＢＵ（ベースバンドユニット）プー
ルにおける仮想基地局移行のための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｃ－ＲＡＮ（ＲＡＮ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）は、大量の基地局
、高い電力消費、急速に増加したＣＡＰＥＸ／ＯＰＥＸ、低い基地局使用率など、オペレ
ータが直面している多くの課題に対処できる将来のセルラ無線通信に対する解決手段とし
て考えられてきた。Ｃ－ＲＡＮは、集中ＢＢＵプール及び分散ＲＲＨによって主に特徴付
けられる。
【０００３】
　マルチコアハードウェアユニット内で相互に独立した複数の基地局をサポートする一般
に使用される手段として、仮想化技術は、オペレーティングシステムレベルにおいて個々
の仮想基地局の相互独立性を確保するようにそれぞれのエアインターフェイス標準の要件
に応じて充分なコンピュータリソースを個々の仮想基地局に割り当る。
【０００４】
　仮想基地局の活動中の移行はＣ－ＲＡＮから出現した新しい技術であり、これによって
Ｃ－ＲＡＮ　ＢＢＵプールの電力消費を軽減することができる。基地局における負荷は、
夜間の後半において非常に低くなることが分かっている。基地局は非常に低い負荷を扱う
が、それは混雑時間帯において消費するのとほぼ同じレベルのエネルギーを消費する。し
たがって、複数の仮想基地局が単一のＢＢＵ（ベースバンドユニット）に移行すると、ア
イドル状態のＢＢＵはシャットダウンされ、ＢＢＵプールの電力消費が減少することにな
る。
【０００５】
　無損失の仮想基地局のダイナミックな移行を達成するために、必要な制御プレーン及び
ユーザプレーンデータが、ソース基地局からターゲット基地局に転送される必要がある。
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必要な情報の一部は、セルハンドオーバと同様の態様で扱われ得る。例えば、Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ
　Ｕｎｉｔ（ＰＤＣＰ　ＳＤＵ）バッファデータ及びＲａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｒ－Ａｃｈｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ：Ｄａｔａ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅ
ｒ（ＲＬＣ－ＡＭ：ＤＲＢ）におけるＰＤＣＰ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＰＤ
ＣＰ　ＳＮ）はターゲット基地局において回復されるべきであり、ユーザ装置コンテキス
トはソース基地局からターゲット基地局に送信されるべきであり、ユーザ装置コンテキス
トはユーザ装置（ＵＥ）／認証サーバ（ＡＳ）Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ、Ｅ－ＲＡＢ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）情報、ＲＲＣコンテキスト
などを含む。基地局移行によるユーザ装置への影響を軽減するために、いくつかの追加の
ユーザ装置コンテキスト情報もソース基地局からターゲット基地局に送信される必要があ
る。この追加のユーザ装置コンテキスト情報は、ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファデータ及びＲ
ＬＣ－ＵＭ　ＤＲＢ（ＵＭ：Ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ）のＰＤＣＰ　Ｓ
Ｎ；ソース基地局のキー（ＫｅＮＢ）、ＲＬＣコンテキスト及びＲＬＣ　ＰＤＵ／ＳＤＵ
のバッファデータ；ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ）構成及び状態、並びにＨＡＲＱバッファデータ；ＭＩＢ（Ｍａｔｅｒ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）などのセル固有パラメータ、ＳＩＢ１－６（Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）などを含む。それでも、ターゲット基地局
に転送される必要がある詳細な情報は、本発明の主題ではない。
【０００６】
　すべてのベースバンドユニットが同じＢＢＵプールにあり、高速固定ネットワークによ
って相互に接続されているので、仮想基地局間の遅延時間は従来的なバックホール遅延時
間よりもはるかに短く、これによってソース基地局とターゲット基地局の間のデータ交換
が促進され、シームレスな基地局移行が可能となる。
【０００７】
　原理的には、稼働中の仮想基地局が１つのＢＢＵから他のＢＢＵに移行する場合にユー
ザ装置は常にサービスの中断を受け、これはソースＢＢＵにおけるソース基地局の停止、
ソース基地局からターゲット基地局への必要なパラメータ及びデータの転送並びにターゲ
ットＢＢＵにおけるユーザ装置コンテキストの回復及びターゲット基地局の活性化によっ
て引き起こされる。サービス中断中には、ソース基地局もターゲット基地局もユーザ装置
をサービングしない。ある期間中にユーザ装置がＰｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＰＤＣＣＨ）シグナリングを受信しない場合、ユーザ
装置は何が起こっているかを知ることなく、サービスの中断をもたらし得るＲａｄｉｏ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ）再確立をトリガし得る。したがって、本発
明では、サービス中断中にユーザ装置が影響されないことを可能とし、移行が完了した後
に可能な限り早くユーザ装置がサービングされることを確実にし、サービスが途切れない
ことをユーザ装置に保証する動的なメカニズムが提示される。
【発明の概要】
【０００８】
　背景及び既存技術の問題の上記理解によると、ＢＢＵプールにおける仮想基地局移行の
ための方法及び装置を提供して無損失のダイナミックな移行を達成することが非常に有益
となる。
【０００９】
　本発明の第１の態様によると、複数のベースバンドユニットを有するＢＢＵプールにお
ける仮想基地局移行の方法が提供される。その方法は、第１の仮想基地局によって実行さ
れる以下の、Ａ．第１の仮想基地局と第２の仮想基地局の間の利用可能な帯域幅を測定す
るステップであって、第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局はＢＢＵプールにおける異
なるベースバンドユニットに属するものである、ステップと、Ｂ．第１の仮想基地局のサ
ービス中断時間を推定するステップと、Ｃ．推定されたサービス中断時間に応じて第１の
仮想基地局の移行メカニズムを選択するステップとを備える。
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【００１０】
　本発明の実施形態によると、ステップＢの移行メカニズムは、推定されたサービス中断
時間が第１の閾値以下である場合、第１の仮想基地局のユーザ装置に対する共通の測定ギ
ャップ、ランダムアクセスタイムスロット又は不連続受信サイクルを構成するステップ、
推定されたサービス中断時間が第１の閾値よりも長く第２の閾値以下である場合、第１の
仮想基地局のユーザ装置に対するランダムアクセスタイムスロット又は不連続受信サイク
ルを構成するステップ、及び推定されたサービス中断時間が第２の閾値よりも長い場合、
第１の仮想基地局のユーザ装置に対する不連続受信サイクルを構成するステップを含む。
【００１１】
　本発明の実施形態によると、ステップＡの前に、移行準備メッセージを移行マネージャ
から受信するステップがさらに設けられる。移行準備メッセージは、第１の仮想基地局と
第２の仮想基地局の間の利用可能な帯域幅を測定して第２の仮想基地局を始動するように
第１の仮想基地局をトリガするのに使用される。
【００１２】
　本発明の実施形態によると、ステップＢの前に、ｉ．第１の仮想基地局が移行の準備が
できていることを移行マネージャに確認するための移行準備アクノリッジメントメッセー
ジを、測定された利用可能な帯域幅に応じて移行マネージャに送信するステップ、及びｉ
ｉ．第２の仮想基地局への第１の仮想基地局の移行をトリガするための移行命令メッセー
ジを移行マネージャから受信するステップがさらに設けられる。
【００１３】
　本発明の実施形態によると、ステップＢは、第１の仮想基地局のユーザ装置の数、第１
の仮想基地局のユーザ装置のデータレート及び利用可能な帯域幅に応じて第１の仮想基地
局のサービス中断時間を推定するステップをさらに備える。
【００１４】
　本発明の実施形態によると、ステップＣの後に、移行のための第１の仮想基地局の制御
プレーン及びユーザプレーンデータを備える移行リクエストを第２の仮想基地局に送信す
るステップであって、移行リクエストは第２の仮想基地局に第１の仮想基地局のユーザ装
置のコンテキストデータ及びバッファデータを回復させるものである、ステップ、並びに
第２の仮想基地局への第１の仮想基地局の移行が完了したことを移行マネージャに通知す
るための移行完了メッセージを移行マネージャに送信するステップがさらに設けられる。
【００１５】
　本発明の第２の態様によると、複数のベースバンドユニットを有するＢＢＵプールにお
ける仮想基地局移行の方法が提供される。その方法は、移行マネージャによって実行され
る以下の、ＢＢＵプールにおけるベースバンドユニットのリソース使用率を収集するステ
ップ、第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局を特定することを含む移行決定を、収集さ
れたリソース使用率及び移行閾値に応じて行うステップであって、第１の仮想基地局及び
第２の仮想基地局はＢＢＵプールにおける異なるベースバンドユニットに属するものであ
る、ステップ、第１の仮想基地局と第２の仮想基地局の間で利用可能な帯域幅を測定する
よう第１の仮想基地局をトリガするように第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局に移行
準備メッセージを送信するステップ、第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局から移行準
備アクノリッジメントメッセージを受信するステップ、第２の仮想基地局への第１の仮想
基地局の移行をトリガするための移行命令メッセージを第１の仮想基地局に送信するステ
ップ、並びに第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局から移行完了メッセージを受信する
ステップを備える。
【００１６】
　本発明の実施形態によると、収集されたリソース使用率に応じて、移行閾値をプリセッ
トするステップ又は移行閾値を構成するステップがさらに設けられる。
【００１７】
　本発明の実施形態によると、第１の仮想基地局のベースバンドユニットのリソース使用
率が移行閾値よりも低い場合、移行準備メッセージを第１の仮想基地局に送信するステッ
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プがさらに設けられる。
【００１８】
　本発明の第３の態様によると、複数のベースバンドユニットを有するＢＢＵプールにお
いて仮想基地局移行を実施するための装置が提供される。その装置は、第１の仮想基地局
と第２の仮想基地局の間の利用可能な帯域幅を測定する測定部であって、第１の仮想基地
局及び第２の仮想基地局はＢＢＵプールにおける異なるベースバンドユニットに属するも
のである、測定部、第１の仮想基地局のユーザ装置の数、第１の仮想基地局のユーザ装置
のデータレート及び測定された利用可能な帯域幅に応じて第１の仮想基地局のサービス中
断時間を推定する推定部、並びに推定されたサービス中断時間に応じて第１の仮想基地局
の移行メカニズムを選択する選択部を備える。
【００１９】
　本発明の実施形態によると、移行メカニズムは、推定されたサービス中断時間が第１の
閾値以下である場合、第１の仮想基地局のユーザ装置に対する共通の測定ギャップ、ラン
ダムアクセスタイムスロット又は不連続受信サイクルを構成すること、推定されたサービ
ス中断時間が第１の閾値よりも長く第２の閾値以下である場合、第１の仮想基地局のユー
ザ装置に対するランダムアクセスタイムスロット又は不連続受信サイクルを構成すること
、及び推定されたサービス中断時間が第２の閾値よりも長い場合、第１の仮想基地局のユ
ーザ装置に対する不連続受信サイクルを構成することを備える。
【００２０】
　本発明の実施形態によると、第１の仮想基地局と第２の仮想基地局の間の利用可能な帯
域幅を測定するように第１の仮想基地局をトリガするための移行準備メッセージを移行マ
ネージャから受信する第１の受信部がさらに設けられる。
【００２１】
　本発明の実施形態によると、第１の仮想基地局が移行の準備ができていることを移行マ
ネージャに確認するための移行準備アクノリッジメントメッセージを、測定された利用可
能な帯域幅に応じて移行マネージャに送信する第１の送信部、及び第２の仮想基地局への
第１の仮想基地局の移行をトリガするための移行命令メッセージを移行マネージャから受
信する第２の受信部がさらに設けられる。
【００２２】
　本発明の実施形態によると、移行のための第１の仮想基地局の制御プレーン及びユーザ
プレーンデータを備える移行リクエストを第２の仮想基地局に送信する第２の送信部であ
って、移行リクエストは第２の仮想基地局に第１の仮想基地局のユーザ装置のコンテキス
トデータ及びバッファデータを回復させるものである、第２の送信部、並びに第２の仮想
基地局への第１の仮想基地局の移行が完了したことを移行マネージャに通知するための移
行完了メッセージを移行マネージャに送信する第３の送信部がさらに設けられる。
【００２３】
　本発明の第４の態様によると、複数のベースバンドユニットを有するＢＢＵプールにお
ける仮想基地局移行を実施するための装置が提供される。その装置は、ＢＢＵプールにお
けるベースバンドユニットのリソース使用率を収集する収集部、第１の仮想基地局及び第
２の仮想基地局を特定することを含む移行決定を収集されたリソース使用率及び移行閾値
に応じて行う決定部であって、第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局はＢＢＵプールに
おける異なるベースバンドユニットに属するものである、決定部、第１の仮想基地局と第
２の仮想基地局の間で利用可能な帯域幅を測定して第２の仮想基地局を始動するよう第１
の仮想基地局をトリガするように第１の仮想基地局及び第２の仮想基地局に移行準備メッ
セージを送信し、第１の仮想基地局のベースバンドユニットのリソース使用率が移行閾値
よりも低い場合に移行準備メッセージを第１の仮想基地局に送信する第１の送信部、第１
の仮想基地局及び第２の仮想基地局から移行準備アクノリッジメントメッセージを受信す
る第１の受信部、第２の仮想基地局への第１の仮想基地局の移行をトリガするための移行
命令メッセージを第１の仮想基地局に送信する第２の送信部、並びに第１の仮想基地局及
び／又は第２の仮想基地局から移行完了メッセージを受信する第３の受信部を備える。
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【００２４】
　本発明の実施形態によると、収集されたリソース使用率に応じて、移行閾値をプリセッ
トすること又は移行閾値を構成することがさらに含まれる。
【００２５】
　本発明によって開示される内容によると、ＢＢＵプールにおける仮想基地局移行のため
の方法及び装置が提示される。本発明の特有の効果は、サービス中断時間中にユーザ装置
が移行に影響されないことを可能とし、移行が完了した後に可能な限り早くユーザ装置が
サービングされることを確実にし、無損失の基地局移行を達成するようにユーザ装置のサ
ービスが中断されないことを保証することである。
【００２６】
　本発明の他の特徴、課題及び効果は、添付図面を参照して非限定的な実施形態の以下の
詳細な説明を読むことによって一層明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、無損失の仮想基地局移行のフローチャートを示す。
【図２】図２は、測定ギャップの概略図を示す。
【図３】図３は、ＢＢＵプールにおける仮想基地局移行を実施するための装置１００の概
略図を示す。
【図４】図４は、ＢＢＵプールにおける仮想基地局移行を実施するための装置２００の概
略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図面において、同一又は同様の符号は、異なる図面を通じて同一又は類似の装置（モジ
ュール）又はステップを表す。
【００２９】
　以下の好適な実施形態の詳細な説明において、添付図面が参照される。例示として、添
付図面は、本発明を実施可能な特定の実施形態を示す。例示の実施形態は、本発明による
すべての実施形態を網羅するものではない。他の実施形態が採用されてもよく、本発明の
範囲から逸脱することなく構造的又は論理的な修正がなされ得ることが理解できる。した
がって、以下の詳細な説明は非限定的であり、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によ
って規定される。なお、本発明の方法の各ステップは図面において特定の順序で記載され
ているが、これらの動作が必ずこの特定の順序で実行されること、又はすべての図示され
た動作が実行された場合にのみ想定の結果が取得可能であることを要件とし、又は示唆す
るものではない。その代わりに、ここに記載されるステップは、実行順序を変更可能であ
る。さらに、又は代替的に、いくつかのステップは省略されてもよく、実行するのに複数
のステップが１つのステップに組み合わされ、及び／又は実行するのに１つのステップが
複数のステップに分解されてもよい。
【００３０】
　本発明の理解を促進するために、いくつかのコンセプトを以下に説明する。
【００３１】
　ＢＢＵプール：ＢＢＵプールは、少なくとも２つ以上のベースバンドユニットを備える
。ＢＢＵプールにおいて、ベースバンド容量が共有され、トラフィックスケジューリング
を達成するのにベースバンドリソースが動的に割り当てられる。
【００３２】
　ベースバンドユニット（ＢＢＵ）：各ＢＢＵは、１つ以上の仮想基地局を少なくとも実
装し得る。
【００３３】
　仮想基地局：スレッド／プロセッサ又は仮想機械に基づいて実現された論理エンティテ
ィ。例えば、ＬＴＥエアインターフェイス標準又は他の無線通信技術のエアインターフェ
イス標準のプロトコルスタックに対応するプロトコルスタックがそこで稼働している。
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【００３４】
　ソース基地局：移行される基地局をソース基地局という。
【００３５】
　ターゲット基地局：ソース基地局によって提供されるすべてのサービング仮想基地局を
引き継ぐ基地局をターゲット基地局という。
【００３６】
　サービス中断時間：サービス中断時間は、ユーザの見込み、すなわち、ユーザ装置がソ
ース基地局から最後のパケットを受信した時とユーザ装置がターゲット基地局から最初の
パケットを受信した時の間のギャップから定義される。
【００３７】
　接続状態にあるユーザ装置：とは、ＲＲＣ接続を既に確立しているユーザ装置のことを
いう。
【００３８】
　仮想基地局の活動中の移行は、Ｃ－ＲＡＮ　ＢＢＵプールの電力消費を低減するために
有利な技術である。原理的に、サービス中断時間は、稼働中の基地局が１つのＢＢＵから
他のＢＢＵに移行する場合に不可避であり、ソースＢＢＵにおける基地局の停止、ソース
基地局とターゲット基地局の間の制御プレーン及びユーザプレーンデータの転送、並びに
ターゲットＢＢＵにおける基地局の活性化によって引き起こされる。正しく設計されたシ
ステムについて、サービス中断時間がターゲット基地局とソース基地局の間のデータ転送
の時間によって支配されることを解析は示している。
【００３９】
　データ転送時間は、転送データ量及びデータ転送のための利用可能な帯域幅によって決
定される。転送される必要があるユーザプレーンデータの量は、オンラインユーザの数及
びユーザのトラフィックタイプに依存し、その双方は時間とともに変動する。転送される
必要がある制御プレーンデータは、ユーザ装置関連パラメータ及びセル関連パラメータを
含み、ユーザ装置関連制御プレーンデータの量も、接続状態にある動的に変動し得るユー
ザ装置数に依存する。さらに、ソース基地局とターゲット基地局の間の利用可能な帯域幅
は時間とともに変動し得るものであり、Ｘ２インターフェイス遅延時間における変動をも
たらす。
【００４０】
　上記解析に基づくと、サービス中断時間／データ転送時間は、実際のシステムにおいて
動的に変動する。サービス中断時間中は、ソース基地局もターゲット基地局もユーザ装置
をサービングせず、これはユーザ装置のユーザ体験を低下させ得る。ある期間中にユーザ
装置が、例えばＰＤＣＣＨシグナリングを受信しない場合、ＲＲＣ再確立をトリガし、サ
ービス中断をもたらし得る。
【００４１】
　ユーザ装置がサービス中断時間中に影響されないことを確実にし、移行が完了した後に
可能な限り早くユーザ装置がサービングされることを確実にし、サービスが途切れないこ
とをユーザ装置に保証するために、これらの要件を満たすように動的なメカニズムが提案
される。ソース基地局を第１の仮想基地局として、ターゲット基地局を第２の仮想基地局
として本発明の実施形態を説明する。
【００４２】
　図１に、仮想基地局の無損失移行のフローチャートを示す。図１に示すように、ステッ
プＳ１１において、移行マネージャ１が、各ＢＢＵ及び／又は仮想基地局のリソース使用
情報を管理プログラム又は仮想基地局から周期的に収集することによって各ＢＢＵ及び／
又は仮想基地局のリソース使用率を特定する。
【００４３】
　ステップＳ１２において、移行マネージャ１は、各仮想基地局からのリソース使用情報
に基づいて移行決定を行う。移行マネージャ１は、収集されたリソース使用率に応じて移
行閾値をプリセットし、又は移行閾値を構成する。例えば、各ＢＢＵ及び／又は仮想基地
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局のリソース使用情報を管理プログラム又は仮想基地局から周期的に収集することによっ
て、移行マネージャ１は、収集されたリソース使用情報及びプリセット又は構成された移
行閾値に基づいて、例えば、ソース基地局２のベースバンドユニットのリソース使用率が
移行閾値よりも低い場合、移行される必要があるソース基地局２を特定し、これによりソ
ース基地局２の移行決定を生成する。他の例として、ソース基地局２に対応するＢＢＵと
は異なる他のＢＢＵが充分な利用可能リソースを有する場合には、そのＢＢＵがソース基
地局を受け入れ可能なＢＢＵとして特定され、ソース基地局の移行を受け入れるためのタ
ーゲット基地局３がそのＢＢＵ上で決定される。当業者であれば、ソース基地局によって
送信されたソース基地局に関する移行リクエストを取得するのは移行マネージャとなり得
ること、すなわち、移行リクエストはそれ自体のリソース使用情報によってソース基地局
によって生成され、移行リクエストが移行マネージャに所定の通信プロトコルを介して送
信されることを理解するはずである。
【００４４】
　ステップＳ１３において、移行マネージャ１は、移行準備メッセージをソース基地局２
及びターゲット基地局３にそれぞれ送信する。移行準備メッセージは、ソース基地局２と
ターゲット基地局３の間の利用可能な帯域幅を測定するようにソース基地局２をトリガし
、ターゲット基地局を始動するために使用される。
【００４５】
　ステップＳ１４において、ターゲット基地局３は始動を実行する。始動は、ターゲット
基地局３のプロトコルスタックを初期化すること、他の基地局とのＳ１／Ｘ２接続を確立
すること、及びアップリンクＧＴＰトンネル（ＧＴＰ、ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）をサービスゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）で確立することを含む。
【００４６】
　ステップＳ１５において、基地局２は、ソース基地局２とターゲット基地局３の間の利
用可能な帯域幅を推定する。
【００４７】
　ステップＳ１６において、ソース基地局２及びターゲット基地局３は、移行準備アクノ
リッジメントメッセージを移行マネージャ１にそれぞれ送信する。移行準備アクノリッジ
メントメッセージは、ソース基地局２及びターゲット基地局３が移行の準備ができている
ことを移行マネージャ１に確認するために使用される。
【００４８】
　ステップＳ１７において、移行マネージャ１は移行命令をソース基地局２に送信する。
移行命令は、ソース基地局２からターゲット基地局３の移行をトリガするために使用され
る。
【００４９】
　ステップＳ１８において、ソース基地局２は、サービス中断時間を推定する。正しく設
計されたシステムについては、サービス中断時間は、ソース基地局２とターゲット基地局
３の間の制御プレーン及びユーザプレーンデータの送信の必要なデータ転送時間によって
決定される。ソース基地局２は、必要なデータ転送時間を計算し、それによりソース基地
局２によってサービングされるユーザ装置数、各ユーザ装置間のデータレート及び利用可
能な帯域幅に基づいてサービス中断時間を推定する。実験及び解析は、具体的な実施ケー
ス及び転送される必要があるデータ量に応じて、サービス中断時間の標準的範囲が数ミリ
秒から数十ミリ秒であることを示している。
【００５０】
　代替的に、シグナリング設計の見地から、転送される必要があるデータ量及び推定され
た利用可能な帯域幅に応じて、サービス中断時間の計算も移行マネージャによって実行さ
れ得る。
【００５１】
　ステップS１９において、ソース基地局２は、推定されたサービス中断時間に応じてそ
の移行メカニズムを選択する。例えば第１の閾値が６ミリ秒であり、サービス中断時間が
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第１の閾値以下の場合、ソース基地局２はそのユーザ装置に対する測定ギャップ、ランダ
ムアクセスタイムスロット又は不連続受信サイクルを構成し、サービス中断時間が第１の
閾値より長く第２の閾値以下である場合、ソース基地局２はそのユーザ装置に対するラン
ダムアクセスタイムスロット又は不連続受信サイクルを構成し、例えば第２の閾値が２０
ミリ秒であり、サービス中断時間が第２の閾値よりも長い場合、ソース基地局２はそのユ
ーザ装置に対する不連続受信（ＤＲＸ）サイクルを構成する。なお、構成される測定ギャ
ップ、ランダムアクセス処理又は不連続受信サイクルは、通常は推定サービス中断時間よ
りも長い。
【００５２】
　具体的には、ソース基地局の移行選択メカニズムを、第１の閾値が６ミリ秒でありかつ
第２の閾値が２０ミリ秒である例を用いて説明する。
【００５３】
　推定されたサービス中断時間が６ミリ秒未満である場合、ソース基地局２は、接続状態
にあるそのユーザ装置に対する測定ギャップを構成する。通常は、測定ギャップは、サー
ビングセルのチャネル品質が充分に良好でない場合に周波数間又はシステム間の測定を行
うように、接続状態にあるユーザ装置についてのネットワークによって構成される。この
期間中、ユーザ装置はその無線周波受信機を調整して周波数間又はシステム間の周波数測
定を実行すべきであり、ユーザ装置についてアップリンク送信もダウンリンク送信も実行
されない。移行マネージャ１が移行決定を行う場合に、ソース基地局のサービングセルの
チャネル品質が良好な場合であっても、ソース基地局２は接続状態にあるすべてのユーザ
装置に対する共通測定ギャップを構成し得る。共通の測定ギャップとは、接続状態にある
異なるユーザ装置がすべて、図２に示すような同じ開始サブフレームを有する測定ギャッ
プで構成されること、すなわち、ユーザ装置１及びユーザ装置２が同じ測定ギャップを有
することを意味する。
【００５４】
　推定されたサービス中断時間が６ミリ秒未満の場合、ソース基地局２は、接続状態にあ
るすべてのそのユーザ装置に対して、システムフレーム番号（ＳＦＮ）Ｎのサブフレーム
３からＳＦＮ　Ｎのサブフレーム８までの共通の測定ギャップを構成する。ＳＦＮ　Ｎの
サブフレーム３の開始において（図２参照）、ソース基地局２は直ちに移行を開始する。
すなわち、ソース基地局２は、コンテキスト及び接続状態にあるすべてのそのユーザ装置
の対応のバッファデータをターゲット基地局に送信し、ターゲット基地局３はこの情報を
受信及び回復する。移行中、接続状態にあるユーザ装置は、周波数間又はシステム間の測
定を実行し、移行は影響されない。ターゲット基地局３は、ＳＦＮ　Ｎのサブフレーム９
の前にソース基地局２を引き継ぎ、サブフレーム９からユーザ装置と通信し得る。
【００５５】
　代替的に、推定されたサービス中断時間が６ミリ秒未満の場合、ソース基地局２も、接
続状態にあるそのユーザ装置に対するランダムアクセスタイムスロット又は不連続受信サ
イクルを構成し得る。推定されたサービス中断時間が６ミリ秒未満の場合で、かつ測定ギ
ャップ、ランダムアクセスタイムスロット又は不連続受信がすべて実行可能な手法である
場合、ソース基地局２は、接続状態にあるそのユーザ装置に対して構成すべき１つの手法
をそれらから選択する。
【００５６】
　推定されたサービス中断時間が６ミリ秒より長くかつ２０ミリ秒以下である場合、ソー
ス基地局２は、接続状態にあるそのユーザ装置に対するランダムアクセスタイムスロット
を構成する。例えば、ランダムアクセスサブフレームは、２０ミリ秒毎に構成され得る。
構成された現在のランダムアクセスタイムスロットが既に２０ミリ秒である場合には、ソ
ース基地局２は、接続状態にあるそのユーザ装置に対するランダムアクセスタイムスロッ
トを再構成する必要はない。ソース基地局２は、Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ＤＣＩ）を介してランダムアクセス処理を実行してＵＬ同期を得
るように接続状態のユーザ装置をトリガすることができる。ソース基地局２から送信され
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たランダムアクセストリガ指令を受信すると、接続状態にあるユーザ装置は、ランダムア
クセス処理を実行開始し、構成されたランダムアクセスチャネルのサブフレームにおける
サービングセルにおけるターゲット基地局にプリアンブルを送信する。ランダムアクセス
処理を行うように接続状態のユーザ装置をトリガすることは、ユーザ装置の現在のＲＲＣ
接続に影響を与えることはなく、すなわち、接続状態にあるユーザ装置はネットワークと
のＲＲＣ接続をなおも維持し、接続状態にあるユーザ装置の既確立無線ベアラも残ってい
る。ランダムアクセス処理を終了した後、接続状態にあるユーザ装置は、データ消失なし
にそのサービスを継続できる。現行の仕様によると、表１に列挙するような異なるＦＤＤ
ランダムアクセス構成が可能である。ランダムアクセスサブフレームが２０ミリ秒毎に構
成され得ることが表１から分かる。ソース基地局２がそのようなランダムアクセスサブフ
レームを構成する場合、ソース基地局２は、ランダムアクセス処理を行うように接続状態
のユーザ装置をトリガし、接続状態のユーザ装置は２０ミリ秒まで待機することになる。
ソース基地局２は、この期間を利用して移行を行うことができる。したがって、ソース基
地局２は、サービス中断時間が２０ミリ秒未満であると判断した場合にはこのタイプのラ
ンダムアクセスリソースを構成することができる。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　接続状態にあるすべてのユーザ装置をトリガしてランダムアクセス処理を実行した後、
ソース基地局２は、直ちに移行を開始するとともにターゲット基地局３へのデータ転送を
開始する。接続状態にあるユーザ装置がランダムアクセスの実行を待機する期間中に、ソ
ース基地局２は、すべてのユーザ装置コンテキスト及び対応する必要なバッファデータを
ターゲット基地局３に送信し、ターゲット基地局３はこの情報を受信及び回復する。ター
ゲット基地局３はソース基地局２を引き継ぎ、ユーザ装置からプリアンブルを受信する。
基地局移行は常にアイドルな時間帯に発生し、ソース基地局２にサービングされる接続状
態にあるユーザ装置は少数であるため、一般に、これらの接続状態にあるユーザ装置がラ
ンダムアクセス処理を実行することによってランダムアクセスが失敗することはない。ラ
ンダムアクセス処理の後、これらの接続状態にあるユーザ装置は、それらのサービスの実
行を継続することができる。したがって、接続状態にあるこれらのユーザ装置は、基地局
移行によっては影響されない。
【００５９】
　ランダムアクセス処理は、例えば、多数のユーザ装置が非常に短い時間内に同時にラン
ダムアクセス処理を行ったり、ユーザが悪いチャネル条件におかれていたりするなど、あ
る特定の条件下で失敗し得る。本発明では、ランダムアクセスの失敗に対する新たなシナ
リオ、すなわち、ターゲット基地局が準備されておらず、ソース基地局を時間内に引き継
ぐことができないというシナリオもあり得る。潜在的なランダムアクセスの失敗に対処す
るため、以下の解決手段が適用され得る（それらは組合せで、又は個別に使用され得る）
。
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【００６０】
　１）ソース基地局２が、接続状態にあるユーザ装置に対して最大数（２以上）のプリア
ンブル送信を構成する。接続状態にあるユーザ装置が最大数のプリアンブル送信に達しな
い場合、それらはランダムアクセス処理を実行することを継続すべきである。例えば、プ
リアンブル送信の最大数が５である場合には、移行のために充分な時間がある。
【００６１】
　２）移行前に、ソース基地局２はすべてのユーザ装置コンテキストをその隣接基地局に
送信する。移行処理中、ユーザ装置でランダムアクセスが失敗した場合、隣接基地局によ
って管理される隣接セルが選択されてＲＲＣ再確立を試行することができる。隣接基地局
が既にすべてのユーザ装置コンテキストを取得しているので、ＲＲＣ再確立は成功する。
ＲＲＣ再確立の後に、接続状態にあるユーザ装置は、それらのサービスを継続することが
できる。
【００６２】
　３）ユーザ装置は、強化された無線インターフェイスを介して移行を通知される。ター
ゲット基地局３がソース基地局を引き継ぐ準備ができていない場合でも、接続状態にある
ユーザ装置は、発生する移行を適時に通知することもできるし、セル特有基準信号などの
送信信号を検出するまでの期間を待機することもできる。その後、このユーザ装置は、タ
ーゲット基地局３のセルにおいてランダムアクセス処理を実行し始める。この解決手段は
、強化された無線インターフェイスを有するユーザ装置に対してのみ適用可能である。
【００６３】
　これらの解決手段は、潜在的なランダムアクセスの失敗に対処することができる。前述
したように、仮想基地局移行は常に、接続状態にあるユーザ装置数が非常に少なくかつ基
地局負荷が非常に軽い深夜のようなアイドルな時間帯に発生する。したがって、ランダム
アクセスが失敗する確率は非常に低い。上記解決手段によって、ユーザ装置は確実に、無
線接続を失わずにそのサービスを継続できる。
【００６４】
　代替的に、サービス中断時間が６ミリ秒よりも長くかつ２０ミリ秒以下である場合、ソ
ース基地局２は、接続状態にあるそのユーザ装置に対してＤＲＸサイクルを構成すること
もできる。推定されたサービス中断時間が６ミリ秒よりも長くかつ２０ミリ秒以下の場合
、ランダムアクセスタイムスロット及び不連続受信の双方が実行可能な手法である場合に
は、ソース基地局２は、接続状態にあるそのユーザ装置について構成すべき１つの手法を
それらから選択する。
【００６５】
　推定されたサービス中断時間が２０ミリ秒よりも長い場合、ソース基地局２は、接続状
態にあるそのユーザ装置に対するＤＲＸサイクルを構成する。接続状態にあるユーザ装置
は、ＤＲＸで構成されて電力消費を節約することができる。ＤＲＸは、アクティブ期間及
びスリープ期間に分割され得る。ＤＲＸサイクルは、１０ミリ秒、２０ミリ秒・・・１０
２４ミリ秒、１２８０ミリ秒、２０４８ミリ秒及び２５６０ミリ秒となるように構成され
得る。アクティブ期間は、１ミリ秒、２ミリ秒、３ミリ秒・・・８０ミリ秒、１００ミリ
秒及び２００ミリ秒となるように構成され得る。ソース基地局２によって推定されたサー
ビス中断時間が２０ミリ秒を超えるが２５６０ミリ秒よりも短い場合（試験によると、サ
ービス中断時間は、通常は２５６０ミリ秒よりもはるかに短い）、ソース基地局２は、接
続状態にある全ユーザ装置に対して共通のＤＲＸ構成を構成することができる。接続状態
にある全ユーザ装置がＤＲＸスリープ状態に入る場合、ソース基地局２は移行処理を直ち
に開始する。ＤＲＸスリープの期間は２０００ミリ秒よりも長く構成され得るため、基地
局移行には充分な時間がある。ＤＲＸスリープ期間の後、ターゲット基地局３はソース基
地局２を引き継ぎ、それらユーザ装置にサービングし続ける。したがって、ユーザ装置は
、移行に影響されない。
【００６６】
　ステップＳ２０において、ソース基地局２は、移行リクエストをターゲット基地局３に
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送信する。具体的には、ソース基地局２は、対応する移行メカニズムを選択した後、移行
に使用されるソース基地局２の必要な制御プレーン及びユーザプレーンデータを備える移
行リクエストをターゲット基地局３に送信する。移行リクエストは、ターゲット基地局３
にソース基地局２のユーザ装置のデータを回復させる。ソース基地局２によってターゲッ
ト基地局３に送信される必要がある移行のための制御プレーンデータは、例えば、ユーザ
装置固有のパラメータ及びセル固有のパラメータを備える。ユーザ装置固有のパラメータ
は、ユーザ装置コンテキスト情報、例えば、ＲＲＣコンテキスト、切換限界リスト、ユー
ザ装置履歴情報及びユーザ装置セキュリティ情報などを備える。セル固有パラメータは、
ＭＩＢ、ＳＩＢ１－ＳＩＢ６などを備える。ソース基地局２によってターゲット基地局３
に送信される必要がある移行のためのユーザプレーンデータは、ＲＬＣ－ＵＭ／ＡＭ　Ｄ
ＲＢ及びその状態、ＲＬＣレイヤにおけるバッファデータ、ＰＤＣＰレイヤにおけるバッ
ファデータ、ＨＡＲＱ構成とそのバッファデータ及び状態などを備える。
【００６７】
　ステップＳ２１において、構成された測定ギャップ、ランダムアクセス処理又はＤＲＸ
サイクル中に、ターゲット基地局３は、ソース基地局から移動リクエストを受信し、ユー
ザ装置コンテキスト、ＲＲＣコンテキスト並びに種々の必要なバッファデータ、例えば、
ハイブリッド自動再送信リクエスト構成及びハイブリッド自動再送信リクエストソフトバ
ッファデータ、ＲＬＣバッファデータ、ＰＤＣＰバッファデータ及びＰＤＣＰ　ＳＮなど
といったユーザ装置のデータを回復する。
【００６８】
　ステップＳ２２において、ソース基地局２及び／又はターゲット基地局３は、ソース基
地局２からターゲット基地局３への移行が完了したことを移行マネージャ１に通知するた
めに使用される移行完了メッセージを移行マネージャ１にそれぞれ送信する。
【００６９】
　ステップＳ２０とステップＳ２１の間に、ソース基地局２が同相／非同相（ＩＱ）デー
タ経路切換メッセージをＩＱスイッチに送信すること、及びＩＱデータ経路がソース基地
局２からターゲット基地局３に切り換えられることの処理も設けられる。現実のアプリケ
ーションでは、Ｓ１／Ｘ２インターフェイスの切換は、主にＳ１ダウンリンク経路の切換
からなる。ここで、Ｓ１ダウンリンク経路の切換を例とすると、それは、ソース基地局２
がダウンリンク経路切換リクエストを移行管理エンティティに送信し、移行管理エンティ
ティがダウンリンク経路切換リクエストに応じてダウンリンク経路更新リクエストをＳ－
ＧＷに送信し、Ｓ－ＧＷがＳ１ダウンリンク経路をターゲット基地局に切り換えることを
備える。
【００７０】
　当業者であれば、上記Ｓ１／Ｘ２インターフェイス切換態様は単に例示のためのものに
過ぎないことを理解すべきである。既存の、又は将来登場し得るＳ１／Ｘ２インターフェ
イス切換の他の態様も、本発明に適用可能である場合には、本発明の保護範囲内に含まれ
、参照としてここに取り込まれるべきである。
【００７１】
　図３に、ＢＢＵプールにおいて仮想基地局移行を実施するための装置１００の概略図を
示す。装置１００は、例えば、図１との組合せにおいて上述したような実施例において、
ソース基地局２であってもよいし、そこに実装されてもよい。
【００７２】
　図３に示すように、装置１００は、ソース基地局とターゲット基地局の間の利用可能な
帯域幅を測定する測定部１２０であって、ソース基地局及びターゲット基地局がＢＢＵプ
ールにおける異なるベースバンドユニットに属するものである、測定部１２０、ソース基
地局のユーザ装置の数、ソース基地局のユーザ装置のデータレート及び測定された利用可
能な帯域幅に応じてソース基地局のサービス中断時間を推定する推定部１３０、並びに推
定されたサービス中断時間に応じてソース基地局の移行メカニズムを選択する選択部１４
０を備える。
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【００７３】
　実施例では、移行メカニズムは、推定されたサービス中断時間が第１の閾値以下である
場合、ソース基地局のユーザ装置に対する共通の測定ギャップ、ランダムアクセスタイム
スロット又は不連続受信サイクルを構成すること、推定されたサービス中断時間が第１の
閾値よりも長く第２の閾値以下である場合、ソース基地局のユーザ装置に対するランダム
アクセスタイムスロット又は不連続受信サイクルを構成すること、及び推定されたサービ
ス中断時間が第２の閾値よりも長い場合、ソース基地局のユーザ装置に対する不連続受信
サイクルを構成することを含む。
【００７４】
　実施例では、装置１００は、移行準備メッセージを移行マネージャから受信する第１の
受信部１１０をさらに備える。移行準備メッセージは、ソース基地局とターゲット基地局
の間の利用可能な帯域幅を測定するようにソース基地局をトリガするために使用される。
【００７５】
　実施例では、装置１００は、ソース基地局が移行の準備ができていることを移行マネー
ジャに確認するための移行準備アクノリッジメントメッセージを、測定された利用可能な
帯域幅に基づいて移行マネージャに送信する第１の送信部１６０、及びターゲット基地局
へのソース基地局の移行をトリガするための移行命令メッセージを移行マネージャから受
信する第２の受信部１５０をさらに備える。
【００７６】
　実施例では、装置１００は、移行のためのソース基地局の制御プレーン及びユーザプレ
ーンデータを備える移行リクエストをターゲット基地局に送信する第２の送信部１７０で
あって、移行リクエストはターゲット基地局にソース基地局のユーザ装置のコンテキスト
データ及びバッファデータを回復させるものである、第２の送信部１７０、並びにターゲ
ット基地局へのソース基地局の移行が完了したことを移行マネージャに通知するための移
行完了メッセージを移行マネージャに送信する第３の送信部１８０をさらに備える。
【００７７】
　図４に、ＢＢＵプールにおいて仮想基地局移行を実施するための装置２００の概略図を
示す。装置２００は、例えば、図１との組合せにおいて上述したような実施例において、
移行マネージャ１であってもよいし、そこに実装されてもよい。
【００７８】
　図４に示すように、装置２００は、ＢＢＵプールにおけるベースバンドユニットのリソ
ース使用率を収集する収集部２１０、ソース基地局及びターゲット基地局を特定すること
を含む移行決定を、収集されたリソース使用率及び移行閾値に応じて行う決定部２２０で
あって、ソース基地局及びターゲット基地局はＢＢＵプールにおける異なるベースバンド
ユニットに属するものである、決定部２２０、ソース基地局とターゲット基地局の間で利
用可能な帯域幅を測定してターゲット基地局を始動するようソース基地局をトリガするよ
うにソース基地局及びターゲット基地局に移行準備メッセージを送信し、ソース基地局の
ベースバンドユニットのリソース使用率が移行閾値よりも低い場合に移行準備メッセージ
をソース基地局に送信する第１の送信部２３０、ソース基地局及びターゲット基地局から
移行準備アクノリッジメントメッセージを受信する第１の受信部２５０、ターゲット基地
局へのソース基地局の移行をトリガするための移行命令メッセージをソース基地局に送信
する第２の送信部２４０、並びにソース基地局及び／又はターゲット基地局から移行完了
メッセージを受信する第３の受信部２６０を備える。
【００７９】
　実施例では、収集されたリソース使用率に応じて、移行閾値をプリセットすること又は
移行閾値を構成することが含まれる。
【００８０】
　本発明は上記例示的実施形態の内容に限定されないことは、当業者には明らかである。
一方、本発明の精神又は基本的特徴から逸脱することなく、本発明は他の特定の形態で実
施され得る。したがって、実施形態は、いかなる場合でも、例示としてかつ非限定的なも
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のとして捉えられるべきである。さらに、明らかに、文言「備える」及び「含む」は他の
要素及びステップを除外せず、表現「ａ／ａｎ」は複数形を除外しない。装置の請求項で
規定される複数の要素は、１つの要素によっても実施され得る。表現「第１」又は「第２
」などは、特定の順序ではなく名称を示すのに使用されている。

【図１】 【図２】
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